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 国税庁では、政府全体のデジタル社会の実現に向けて、納税者利便の向上と税務⾏政の効率化を
図る観点から、e-Tax及びキャッシュレス納付の利⽤拡⼤を推進しています。
 令和４年度においては、所得税申告のオンライン利⽤率は全体の３分の２を占める⽔準となった

ほか、法⼈税申告のオンライン利⽤率は９割を達成するなど、令和５年度末の達成⽬標に向けて、
オンライン利⽤率は着実に上昇しています。今後も中期的なオンライン利⽤率⽬標を設定し、更な
る向上を⽬指します。

（⽤語）
・ オンライン利⽤率

申告等各手続の総件数のうち、e-Taxを利⽤して⾏ったものの件数（e-Tax利⽤件数）が占める割合です。
・ キャッシュレス納付割合

全納付件数のうち、振替納税、ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）、インターネットバンキングによる電子納税、クレジットカード納付及びス
マホアプリ納付の件数が占める割合です。



前年対⽐ 令和４年度利
⽤率との開差

％ ％ ％ ％ ％ ポイント ％ ポイント

① 82.1 84.9 86.7 87.9 91.1 +3.2 92 0.9 R8/95％
添 付 書 類 を 含 め た e-Tax 割 合 ② - - 70.8 72.8 74.1 +1.3 75 0.9 R8/80％

③ 80.1 84.4 85.7 88.7 90.3 +1.6 92 1.7 R8/95％
④ 44.0 47.5 55.2 59.2 65.7 +6.5 71 5.3 R8/80％
⑤ 55.1 58.0 67.8 68.4 69.9 +1.5 75 5.1 -
⑥ - - 14.4 23.4 29.5 +6.1 40 10.5 -
⑦ 23.2 25.6 29.3 32.2 35.9 +3.7 37 1.1 R7/40%
⑧ 12.7 12.1 10.9 12.9 19.4 +6.5 20 0.6 -
⑨ 81.8 83.3 87.3 87.2 87.7 +0.5 - - -
⑩ 57.6 57.6 60.5 64.2 66.4 +2.2 - - -
⑪ 61.7 63.7 66.7 69.3 71.1 +1.8 - - -
⑫ 21.3 22.5 25.5 29.9 31.5 +1.6 - - -
⑬ 99.1 98.6 98.7 98.1 98.6 +0.5 - - -電子申告・納税等開始（変更等）届出書
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（注）１ ⽬標値については、「規制改革実施計画」(令和３年６月18日閣議決定)を踏まえて策定した「オンライン利⽤率引上げに係る基本計画」（令和５年10月20日改定・公表）において定めたものです。
２ 「法⼈税申告①」及び「消費税申告（法⼈）③」のオンライン利⽤率については、分⺟となる年間申請等件数の確定時期の便宜上、前年度の年間申請等件数により利⽤率を算出しています。
３ 「添付書類を含めたe-Tax割合②」とは、e-Taxで送信された法⼈税申告等のうち、主要な別表や財務諸表等、申告書に添付すべきものとされている書類がe-Taxで送信されたものの割合です。
４ オンライン利⽤率の算定に当たっては、分⺟を申告件数、分子をオンライン利⽤件数により計算しています。また、「所得税申告④」及び「消費税申告（個⼈）⑤」については、確定申告会場で申告書を作成し

e-Taxにより提出された件数及び地⽅団体からデータ引継を受けた件数を分⺟・分子に含み、地⽅団体を経由し書⾯で収受した申告書の件数を分⺟に含みます。
５ 個⼈の納税者に係る手続（「所得税申告④」、「消費税申告（個⼈）⑤」及び「電子申告・納税等開始（変更等）届出書⑬」）のオンライン利⽤率については、各年度４月から３月までの利⽤件数を集計してい

ますが、令和元年分及び令和２年分については申告・納付期限を延⻑したこと、令和３年分については簡易な⽅法により申告・納付期限の延⻑を申請できるようにしたことに伴い、令和元年度においては令和２年
４月30日まで、令和２年度においては令和２年５月１日から令和３年４月30日まで、令和３年度においては令和３年５月１日から令和４年５月２日まで、令和４年度においては令和４年５月３日から令和５年３月
31日までの集計としています。

６ 「給与所得の源泉徴収票等（６手続）⑪」とは、「給与所得の源泉徴収票（及び同合計表）」、「退職所得の源泉徴収票（及び同合計表）」、「報酬、料⾦、契約⾦及び賞⾦の支払調書（及び同合計表）」、
「不動産の使⽤料等の支払調書（及び同合計表）」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書（及び同合計表）」及び「不動産等の売買⼜は貸付けのあっせん手数料の支払調書（及び同合計表）」の６調書をいいます。



２ 納付⼿段別納付件数
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（参考１） オンライン利⽤件数
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（注）１ 個⼈の納税者に係る手続（「所得税申告③」、「消費税申告（個⼈）④」及び「電子申告・納税等開始（変更等）届出書⑪」）については、各年度４月から３月までの利⽤件数を集計していますが、令和元年分及び
令和２年分については申告・納付期限を延⻑したこと、令和３年分については簡易な⽅法により申告・納付期限の延⻑を申請できるようにしたことに伴い、令和元年度においては令和２年４月30日まで、令和２年度に
おいては令和２年５月１日から令和３年４月30日まで、令和３年度においては令和３年５月１日から令和４年５月２日まで、令和４年度においては令和４年５月３日から令和５年３月31日までの集計としています。

２ 「給与所得の源泉徴収票等（６手続） ⑨」とは、「給与所得の源泉徴収票（及び同合計表）」、「退職所得の源泉徴収票（及び同合計表）」、「報酬、料⾦、契約⾦及び賞⾦の支払調書（及び同合計表）」、
「不動産の使⽤料等の支払調書（及び同合計表）」、 「不動産等の譲受けの対価の支払調書（及び同合計表）」及び「不動産等の売買⼜は貸付けのあっせん手数料の支払調書（及び同合計表）」の６調書をいいます。

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 前年対⽐
件 件 件 件 件 ％

法 ⼈ 税 申 告 ① 2,268,473 2,368,882 2,424,547 2,568,391 2,705,404 105.3
消 費 税 申 告 （ 法 ⼈ ） ② 1,655,396 1,725,177 1,749,338 1,837,153 1,892,284 103.0
所 得 税 申 告 ③ 11,472,798 12,435,802 14,220,417 15,291,265 16,917,255 110.6
消 費 税 申 告 （ 個 ⼈ ） ④ 770,681 805,431 897,514 923,382 885,277 95.9
相 続 税 申 告 ⑤ ― ― 22,847 44,035 61,195 139.0
納 税 証 明 書 の 交 付 請 求 ⑥ 185,854 174,356 247,718 216,480 330,660 152.7
酒 税 申 告 ⑦ 35,952 37,362 37,877 40,165 42,808 106.6
印 紙 税 申 告 ⑧ 86,527 86,173 88,760 93,839 96,679 103.0
給与所得の源泉徴収票 等（ ６手 続） ⑨ 2,283,195 2,364,734 2,488,775 2,646,971 2,725,806 103.0
利 子 等 の 支 払 調 書 ⑩ 8,161 7,562 7,493 7,095 7,450 105.0
電子申告・納税等開始（変更等）届出書 ⑪ 6,790,648 6,212,791 6,103,817 4,368,892 4,196,274 96.0
（ ① 〜 ⑪ の 計 ） ⑫ 25,557,685 26,218,270 28,289,103 28,037,668 29,861,092 106.5
上 記 ⑫ 以 外 の 申 請 ・ 届 出 等 ⑬ 5,208,659 7,914,376 11,395,736 14,394,790 16,926,085 117.6
合 計 （ ⑫ 〜 ⑬ の 計 ） 30,766,344 34,132,646 39,684,839 42,432,458 46,787,177 110.3

※「消費税申告（個⼈）④」については、令和４年度オンライン利⽤件数は前年度より減少（対前年⽐95.9％）していますが、同年度オンライン利⽤率は前年度より増加（対前年⽐1.5ポイント増。１頁参照）しています。

※



※ 所得税申告は、確定申告会場で申告書を作成しe-Taxで提出した分を含みます。
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（参考２）オンライン利⽤率の推移
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３ e-Taxの利⽤拡⼤に向けた取組
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 所得税確定申告時期以外についても、原則、土・日・休祝日のe-Tax受付を可能とした。（令和４年４月〜）

 個⼈の⽅向けに、e-Taxに登録されている「本⼈情報」や申告の参考となる「各税⽬に関する情報」が確認できる「マイページ」の提供を開始した。（令和５年
１月〜）

 「確定申告書等作成コーナー」において、過去にマイナンバーカード⽅式で申告した者がマイナンバーカードを利⽤して申告する場合に、マイナンバーカードの
読み取り回数を３回から１回に削減した。（令和５年１月〜）

 「確定申告書等作成コーナー」において、スマートフォンで⻘⾊申告決算書や収支内訳書の作成を可能とした。（令和５年１月〜）

 マイナポータル連携の⾃動入⼒対象を拡⼤した（１年間分の医療費情報、公的年⾦等の源泉徴収票及び国⺠年⾦保険料控除証明書） 。（令和５年１月〜）
 相続税申告において、ワンスオンリーの原則を踏まえ、添付書類を削減した。（令和５年１月〜）

▍令和４年度における取組

▍令和５年度以降における新たな取組
 添付書類のイメージデータ（PDF形式）による提出について、１回当たりの送信容量を、８MBから14MBへ拡⼤した。（令和５年５月〜）
 「マイページ」について、法⼈の⽅向けにも利⽤対象を拡⼤した。（令和５年９月〜）

 マイナポータル連携の⾃動⼊⼒対象を更に拡⼤する（給与所得の源泉徴収票情報
（令和６年２⽉〜）、⼩規模企業共済等掛⾦の控除証明書（iDeCo等）（令和６年

１月〜）、国⺠年⾦基⾦掛⾦の控除証明書（令和６年１月〜）） 。
 「受付システム」、「e-Taxソフト（WEB版）」及び「e-Taxソフト（SP版）」

などのソフトを統合し、利⽤者⽬線に⽴った導線に整理するとともに、スマート
フォン・タブレット、パソコンのどちらからも利⽤可能とするようＵＩ/ＵＸの改善
を⾏う。（令和６年５月〜）

◆ 税務手続のデジタル化にとどまらず、税務⾏政の将来像2023に基づき、事業者のデジタル化にも積極的に取り組んでまいります。

中期的なオンライン利⽤率⽬標を設定し、以下のe-Tax利⽤拡⼤に向けた取組を⾏っています。

（税務⾏政の将来像2023）

（給与情報の⾃動入⼒のイメージ）
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（参考）給与情報の⾃動⼊⼒の事業者向け広報チラシ


